
農業用施設訝のたこめの転用届出のしおり
平成 1 7 年 1 1月 1 日作成
越 前 市 農 業 ･委 員 会

も農業用施設の建設のため農地転用の届出を行う際は、 次の点に留意してください5

1 転用届出の対象
農地 (田、 畑) を農地以外にする場合には、 農地転用許可が必要です。
但し、以下の場合においては、農業委員会に ｢農業用施設に供するための農地転用届｣ により届出
を行うことにより、 転用許可を得ることなく転用を行うことができます。
なお、 現況が田畑でなくなっていても、 登記地目が田畑であれば届出を行う必要があります。

(1) 転用届出を行うことができるのは、耕作の事業を行っている
･転用対

象土地の所有者 です。 権利の設定、移転を伴ぅ場合 (他人の所有地こ農業用施設を
設置したい場合等) には、 農地転用許可申請 (5 条申請) が必要です。

(2 ) 転用届出を行うことができるのは、 以下の場合です。
申請人の 農作物の育成 ･養畜事業 のための農業用施設の建設

(一般に、 農作業小屋･ 農業機械格納庫、 温室等がこれに該たります。)

(そのほか、自己の耕作事業に供する他の農地の 保全 ･利用増進 のための農業用施設についても転用
届出で可能な場合があります。 詳しくはお問い合わせください。)

(3)転用可能面積は 2 0 0 孟未満 です。
2 事前の確認
転用届出を行う際には、 次のような項目について事前の確認を行ってください。
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　　　(1 ) 農業振興地域整備計画に定める農用地区域に含まれていないか。

農用地区域内に所在する土地 (いわゆる農振地域内の土地) は、転用の前提とし
て、 農用地区域からの除外、用途変更等の手続きが必要です。
なお、施設の面積が 9 0 孟を超える場合など、農振法 (農業振興地域の整備に関
する法律) による開発行為の許可手続きを別途要する場合があります。

(2 ) 転用事業の内容が都市計画法等、 他の法規制に抵触しないか。
建築を伴う転用事業の場合、建ぺい率や容積率に注意が必要です。また、都市計画法の地域地
区や、 都市計画事業、 地区計画等の関係で建築等が不可能なものがあります。
その他の法規制についても、 事前に各所管機関への確認を行っておくことが必要です。

3 事前の検討
農地の転用を行うことにより、次のような項目について取り扱いが変わります。優遇措置が受けら
れなくなる場合も含まれますので、 事前に十分ご検討ください。

(1 ) 固定資産税評価額の変更
転用がなされることにより、 宅地並み課税となります。
(2 )･相続税課税標準額の変更
転用がなされることにより、 評価方式、 評価倍率等が変更される場合があります。
(3 ) 相続税 ･贈与税の納税猶予の解除
相続税 ･贈与税の納税猶予は、耕作の継続を要件としていますので、転用がなされることによ
り、 猶予が解除され、 納税の必要が生じることがあります。 この際、 定められた率による加算
金が必要になります。 .



(4 ) 経営移譲年金の支給停止
転用がなされることにより、 年金の一部が支給停止になる場合があります。

4 関係者の同意等 . ･

農地の転用を行うるこあたり、 次の関係者の同意、 了解をとるようにしてください。 ･

(1 )･耕作者

. (2 ) 仮登記権者、 地役権者
(3 ) 土地改良区
土地改良区から転用決済金を要求される場合があります。
(4 ) 地元の区、 農家組合
(5 ) 隣接農地の所有者 ･耕作者
申請土地に隣接する農地がある場合、当該農地の所有者 ･耕作者全員の承諾書の提出が必要で
す。 ･

5 届出手続き
届出書は農業委員会に提出じをください。 随時受け付けています。

6 届出書の作成
届出書には記載漏れ、 記載誤りがないか、 十分確認してください。

添付書類

区 分 名 ･ 称 、

必ず付けていただく書類
登記簿謄本 (全部事項証明書)、付近図、地籍図、

配置図、 平面図

小作人がいるとき 合意解約書の写し (一時転用等の場合にあっては ｢小作人の同意書｣)

部分転用のとき 実測図 (求積図)

隣接する農地がある場合 所有者 ･耕作者全員の承諾書

※ 登記簿土の住所と一致しないときは、戸籍の附票、住民票写し 等が必要です。

主な添付書類の手配先 (必須のもの)

登記簿謄本
(全部事項証明書)

- → 法務局

地 籍 図 → 賭務譲務局

なお、 次の添 ･曰類が必要です。

転用事業の内容によっては、このほか説明資料の提

出が必要になる場合があります。農業委員会の指示に
従ってください。

7 届出後の手続き
転用事業の完了後は、 ｢工事完了届｣ を提出し、 農業委員会の確認を得ることが必要です。
なお、転用事業は届出の内容で行われることが必要です。違背した場合は農地法違反となりますの
で、 遵守してください。

お問合せ
越前市農業委員会
福井県越前市府中一丁目 1 3 - 7
〒 915‐8530 (越前市役所農政課内)
脆 く0778)22‐3009 直通



農業用施設に供するための農地転用届

平成 年 月 日越前市
玉を垂療士農業委員会会長 殿

届 出 者 氏･ 名

下記により農地を農業用施設に供したいので、 転用の届出をします。

記

1 届出者の住所及び職業等

住 所 年 齢 職 業

,
.

･

･

2 転用しようとする土地

土地の所在 字 地 番
地 目 面 積

( m 2)

耕 作 者
の 氏 名

備 考
登記簿 現 況

、 -′
、

'
-

t

3 転用計画

(1)転用事由の

詳細

用 ･ 途 事由の詳細

(2)施設の利用

期間 平成 年 月 日から 年間

(3)転用の時期

及び概要

工事計画
着工 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

名 称 棟 数 建築面積 (m 2) 所要面積 (m 2)

土地造成 ･

建 築 物

工 作 物 ′
.
ノ ･
、し

4 転用することによって生ずる付近の農地、 作物等の被害の防除施設概要

届 出 者 氏 名

3 当該地を選定する理由

農業用施設の利用に関する説明書

1 現有の農業用施設の明細

所 在 地 敷地面積 施 設 名 称 構 造 面 積 利 用 率

、、＼

m 2

ナ▼

“

m 2
･

2 今回新たに設置を必要とする理由

4 今回新たに設置する施設の内容

施 設 名 称 構 造 面 積 棟 数 備 考

･

m 2

.

-

5. 届出者の農業経営の状況

(1) 経営面積

( m 2)

区 分 田 畑 樹園地 計 採草放牧地 その他

自作地 ･

小作地 ･

貸付地

(2) 農業従事者

の状況

区 分 氏 名 従事日数 氏 名 従事日数

世 帯

構成員

雇 人 ･



隣 接 農 地 承 諾 書

農地法の規定による農地転用申請の 譲 受 人

(申請人)
住 所

氏 名 ◎

⑯

譲 渡 人 住 所

氏 名
2 . 申請地の埋立地の土盛は何 c m にする。

3 . 建物、 構築物は隣接農地から次のとおり離れて建てる。

住 所

工 事 仕 様 書

1 . 隣接地との土留は次のとおりにする。

農地転用申請における 転用目的

農地転用申請の土地の表示

大 . 字 字 地 番 大 , 字 字 地 番

町 字
･

‐
,
町 字

･

･
･

も
･

、

上記のとおり農地を転用することについて、 次の条件により承諾します。

平成 .年 月 日

r--'‐---------------------------------------------------------------------------‐-------‐----------.------.--------------------●---------●------･　 　 　, 1′ ･‘ -口 右の工事仕様書のとおり履行すること。

口 条件を付しない。

隣接農地の表示、.所有者 ･耕作者の住所氏名

-襲鴎 町 字 番 口所有者

口耕作者

住所

氏名 . . ◎

鰹轢 町 字 番 口所有者

口耕作者

住所

氏名 “ ◎

麹豊 町 ･字 番 口所有者

口耕作者

住所

氏名 ◎

嚢轢 町 字 番 口所有者

口耕作者

住所 .

氏名 ◎

4 . その他

農地転用の許可があり、工事施行をする場合は、上記の事項について私が責任をもって履行します。

平成 年 月 日

氏 名

連絡方法


